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報告期限の延期について
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医療機関 都道府県 国
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外来機能報告のスケジュール（延期後）

・外来機能報告
（R5.3.29まで期限延期）

※集計のために参照しているレセプ
ト情報・特定検診等データベース
（ＮＤＢ）において、一部レセプト情
報の補正作業を行う必要があった
ため

・データ集計
・データ不備、未回答を確認
し、都道府県に連絡

・データ不備、未回答の医療
機関への対応（督促等）

・データ不備、未回答の医療
機関は対応

・データ集計
・データを都道府県に提供

・データ集計、取りまとめ
・地域の協議の場の開催
（5月～7月頃）

※協議の場は地域医療構想調
整会議を活用可能

・地域の協議の場における
協議に参加

・都道府県による紹介受診
重点医療機関の公表 6

次回の地域医療構想調整
会議で協議・検討



協議の場のとりまとめ方法について
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とりまとめ結果の公表について
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